




























 
 
 

令和 7 年 

1 月 18 日（土）・１９日（日） 

10：00～16：00 
 

 

●スタンプラリー（15：30 受付終了） 
各出展団体ブースでクイズに答えてスタンプをもらおう！ 

もらったスタンプの数に応じて素敵な景品をプレゼントします♪ 

スタンプ６～９個→景品 1 つ 

スタンプ１０個以上→花苗 1 つと景品１つ 

※花苗及び各種景品は、無くなり次第、終了になります。 

※  花苗の受け取り時間指定について 

花苗については、スタンプラリーの用紙を受け取った時間によって受け取り時

間が指定されています。引き換え券に指定された時間をご確認の上、受け取り

忘れのございませんようご注意ください。 

 

 

♪ うなりくん登場 ♪ 
うなりくんと一緒に写真を撮ろう！！ 

19 日（日）のみ 
11：00～／13：30～／15：00～（各回約 30 分間） 

 

主 催：成田市/問合せ：0476-20-1622（商工振興企業立地課）  

高めよう消費者力！ ～豊かな社会のくらし方～ 

〔対象〕 

小学生以上 



 団体名およびテーマ   団体名およびテーマ 

① 
成田市消費生活センター 

＜暮らしの身近な窓口＞ 
 ⑩ 

エコ・成田 

〈みんなでとりくもう地球温暖化防止、 

省エネ・省資源〉 

② 

成田市環境部クリーン推進課 

〈資源物とごみの分け方・出し方〉 

※日曜日のみ 

 ⑪ 
(一財)関東電気保安協会 千葉事業本部 

〈電気の安全と省エネルギー〉 

③ 

(一社)千葉県 LP ガス協会 

印旛支部成田地区会 

〈災害に強い味方 LP ガス〉 
 

⑫

⑬ 

成田市環境部環境計画課 

なりた環境ネットワーク 

〈身近なエコを実践しよう〉 

④ 
成田市リサイクルプラザ運営委員会 

〈SDGs って何？〉  ⑭ 
生活協同組合コープみらい 

〈エシカルについて〉 ※土曜日のみ 

⑤ 
（福）成田市社会福祉協議会 

〈「なりたフードバンク活動」と SDGｓ〉 
 ⑮ 

(一社)成田市観光協会 

〈成田の観光イベントの PR〉 

⑥

⑦ 

（一社）千葉県計量協会 

千葉県計量検定所 

〈環境と暮らしを守る―正しい計量－〉 

 

⑯ 

(独)製品評価技術基盤機構 

〈身近な製品で、こんな事故が起こっていま

す〉 

⑧ 
NPO せっけんの街 

〈廃食油から作ったリサイクルせっけんと SDGｓ〉 

 
⑰ 

成田市都市部公園緑地課 

〈緑化推進〉 

⑨ 

（公社）千葉県建築士事務所協会 成田支部 

〈建築士から建築主へのアドバイスやトラ

ブルの解決〉 

 

 

 

 

 
 

↑ 駅側入口
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「★」が付いている団体（①～⑭）は、スタンプラリー実施団体です 

会場案内図 

























◆クレジットカードのリボ払いって何だろう？
　～特徴と利用上の注意～
◆成田市消費生活センターにおける令和 5 年度の相談概要

成田市消費生活センターは、3月25日（月）より成田市消費生活センターは、3月25日（月）より
成田市役所の2階から3階に移転しました。成田市役所の2階から3階に移転しました。

　消費生活センターでは、 5名の消費生活専門相談員が成田市在住・在勤・在学の方を
対象に商品・サービスの契約トラブル等について相談を受け付け、消費者といっしょに考え、
解決のお手伝いをします。
　「おかしいな？」「困った！」と思ったら、消費生活センターに相談してみましょう。

悪質商法に
あわないための

5ケ条

１. 何の用？しっかり聞こう身分と用件
２. 迷ったら、その場で決めずに家族・知人にまず相談
３. 勇気を出して、はっきり断ろう「いりません！」
４. あまい誘い、もうけ話に気をつけよう
５. サインした後で、「しまった！」はもう遅い（契約書のサインは慎重に）

　令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に変更され、
消費活動が活発化した年でした。令和５年度に成田市消費生活センターに寄せられた相談件数は
875件で、昨年度（974件）より99件減少しました。相談内容の１位は「商品一般」に関する相
談が85件で、昨年度（55件）より30件増加しました。クレジットカードの不正利用や詐欺的な
架空請求などが増えたためと思われます。2位は「運輸・通信サービス」に関する相談が73件で、
昨年度（64件）より9件増加しました。電話勧誘による携帯電話の移動通信サービスやインター
ネット通信サービスの解約トラブルが見られました。3位は「教養・娯楽サービス」に関する相
談71件で、昨年度と同じ件数でした。これは音楽や映像配信サービスなどのサブスクリプション
契約を解約したいが解約できない、副業商材などネット上の契約トラブルが多くありました。4
位は「教養娯楽品」に関する相談が69件で、昨年度（66件）より3件増加しました。電子タバコ
の広告を見て注文したが定期購入だったので解約したいとか高齢者が新聞の勧誘を受けたが解約
したいなどの相談がありました。5位は「保健・福祉サービス」に関する相談57件で、昨年度（52
件）より5件増加しました。これは、脱毛エステの事業者の倒産が続いたことから相談が増えた
ようです。
　令和5年度の救済金額の合計は約2,145万円（未然防止22％、回復78％※１）で昨年度（約2,031
万円）より約114万円増加しました。しかし、一度支払ったものを取り戻すことは非常に困難で
す。被害金額を取り戻せない場合も多く、消費生活センターでは対応が難しい場合、弁護士など
の法律の専門家を紹介することもあります。「おかしい」と思ったら相手に連絡したり支払った
りする前に、消費生活センターに相談しましょう。
※１　��相談することで請求されていたが支払わずに済んだものを未然防止、支払い済みだがクーリング・オフやあっせん交

渉により返金（全額または一部）されたものを回復としています。

◆ 商品・役務別相談上位10位 ◆
順位 主な商品・役務 件数 相談者最多年齢層
１ クレジットカード不正利用・架空請求など（商品一般） 85 50歳代

2
携帯電話の移動通信サービス・インターネット通信サービスなど
（運輸・通信サービス）

73 70歳代

3 音楽や映像配信サービス、副業関連商材（教養・娯楽サービス） 71 50・60歳代
4 電子タバコ、新聞など（教養娯楽品） 69 50歳代
5 美容医療、医療サービス（保健・福祉サービス） 57 20歳代
6 化粧品、医薬品（保健衛生品） 55 50・60歳代
7 投資商品、利殖情報、多重債務（金融・保険サービス） 50 40歳代
8 リフォーム、屋根・壁塗装、排水管工事（工事・建築・加工） 47 70歳代
9 健康食品・サプリメントなど（食料品） 43 60歳代
10 食事宅配、申請代行、解錠サービスなど（他の役務） 40 50歳代

 成田市消費生活センターにおける令和 成田市消費生活センターにおける令和 55 年度の相談概要 年度の相談概要 

相談を受けている様子 通路から見た移転後のセンター入口
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⑴⑷

消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所３階） ☎23-1161 ●
相談日時：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前9時00分～午後4時30分

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。

特集特集特集



　大人になれば、誰もが1枚は持っているクレジットカード。
　最近はカードの発行がなく、スマホなどのアプリにカード機能がついているものもあります。
　クレジットカードは、手元に現金がなくても買い物ができ、商品やサービスの代金を後払いすることができます。支払い方法にはいくつかの種類があり、1回払いや分割払い
のほかに、リボルビング払い（以降リボ払い）という方法があります。分割払いやリボ払いをすることで、月々の支出を抑えて計画的に購入することができとても便利ですが、
計画的に利用しないと利用金額が増え支払いに困る場合もあります。リボ払いはテレビＣＭなどでもよく聞きますが、具体的にどのような仕組みかわかりにくい、知らない間
にリボ払いになっていた、手数料が高くて驚いた、というトラブル事例もあります。

リボ払いとは、クレジットカードの利用金額や利用件数にかかわらず、あらかじめ設定した一定の金額を月々支払う方式です。
リボ払いの特徴を正しく理解して利用しましょう

クレジットカードのリボ払いって何だろう？　～特徴と利用上の注意～ 　

◆リボ払いの利用方法とその特徴 �  
利用時選択型 登録型 リボ専用カード 後からリボ変更

クレジットカードを利用すると
きに、そのカードで利用できる
いくつかの支払方式（ 1回払い
や分割払い等）の中からリボ払
いを選択する最も一般的な利用
方法です。

クレジット会社に「 1回払い等での利用を自動的にリボ払いに変更する」
旨の登録をするものです。登録はカード申込時のほか、カードの利用中
でもできますが、登録をしている間は、カードの利用時に 1回払いを指
定してもリボ払いでの支払いになります。 1 回払いを利用したい場合は
登録を解除することもできますが、登録の内容はカードによって異なる
のでよく確認しましょう。

当初からリボ払いに限定されているカー
ドで、リボ払い以外の支払いは選べませ
ん。利用時に 1回払いを指定してもリボ
払いでの支払いになります。カードの特
性をよく理解してから申し込みましょう。

1回払い等で利用したカードの利用分を利用後一定期間内にク
レジット会社に申し出てリボ払いに変更するサービスです。不意
な出費があった時などに便利です。サービス利用を申し出る期間
やリボ払いに変更できる利用分などはカードによって異なるので
確認が必要です。

◆支払い残高の返済 �
　リボ払いの支払残高は一部または全部を繰り上げて返済することができます。支払残高を減らすことにより、
手数料を節約し、支払期間を短くすることができます。返済の方法はカードによって異なるので、確認しておき
ましょう。

クレジットカードが届いたときは利用案内書や規約を必ず読みましょう。
利用した後は利用明細書を必ず確認しましょう。支払残高や手数料について確認することが
大切です。

②残高スライド方式➡支払残高の大きさに応じて、毎月の支払額が段階的に増減する方式です。
　　　　　　　　　　例えば、下記の条件になっている場合
➡商品購入翌月から支払いが発生する。

定額
方式

毎月定額
2万円支払
コースの
場合

商品購入 支払い残高 月々の支払い
5 月 パソコン　120,000円
6 月 ➡ 120,000円 2万円＋手数料
7 月 か ば ん　 25,000円 100,000円 2万円＋手数料
8 月 ➡ 105,000円 2万円＋手数料
9 月 航 空 券　 33,000円 85,000円 2万円＋手数料
10月 ➡ 98,000円 2万円＋手数料
11月 78,000円 2万円＋手数料
12月 58,000円 2万円＋手数料

支払残高がある限り
支払いは続く

◆リボ払いの手数料 �
　リボ払いでは支払残高に応じた手数料がかかります。
　手数料は、支払残高に実質年率（カード申込書やカード会員規約などで確認できます。）と 1年間のうち
の経過日数を乗じて計算できます。
　※例えば　今月の支払残高が10万円で、実質年率が15％の場合、
　　　　　　　　30日後の翌月までにかかる手数料は、
　　　　　　　　100,000円×15％×30日/365日＝1,232円（端数切捨て）です。

　　
①定額方式➡支払残高の大きさに関係なく毎月一定額を支払う方式です。
　　　　　　例えば、毎月定額で 2万円支払いコースを選んだ場合
➡商品購入翌月から支払いが発生する。

残高
スライド
方式
支払残高が
10万円未満
⇒1万円
10万円以上
⇒2万円
の場合

商品購入 支払い残高 月々の支払い
5 月 パソコン　120,000円
6 月 ➡ 120,000円 2万円＋手数料
7 月 か ば ん　 25,000円 100,000円 2万円＋手数料
8 月 ➡ 105,000円 2万円＋手数料
9 月 航 空 券　 33,000円 85,000円 1 万円＋手数料
10月 ➡ 108,000円 2万円＋手数料
11月 88,000円 1 万円＋手数料
12月 78,000円 1 万円＋手数料

支払残高がある限り
支払いは続く

支払残高によって
支払額が変わる

◆代表的なリボ払いの方式 �

分割払いとの違い
➡分割払いではカード
利用時に利用金額の支
払回数を選んでその都
度分割で払い、分割手
数料は別途かかります。

リボ払いの利用金額は、
支払残高に組み込まれ、
支払残高はリボ払いの
利用と支払いによって
増減します。支払いが
長期化すると手数料が
かさみます。

消費生活2024.6.30 消費生活2024.6.30
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◆クレジットカードのリボ払いって何だろう？
　～特徴と利用上の注意～
◆成田市消費生活センターにおける令和 5 年度の相談概要

成田市消費生活センターは、3月25日（月）より成田市消費生活センターは、3月25日（月）より
成田市役所の2階から3階に移転しました。成田市役所の2階から3階に移転しました。

　消費生活センターでは、 5名の消費生活専門相談員が成田市在住・在勤・在学の方を
対象に商品・サービスの契約トラブル等について相談を受け付け、消費者といっしょに考え、
解決のお手伝いをします。
　「おかしいな？」「困った！」と思ったら、消費生活センターに相談してみましょう。

悪質商法に
あわないための

5ケ条

１. 何の用？しっかり聞こう身分と用件
２. 迷ったら、その場で決めずに家族・知人にまず相談
３. 勇気を出して、はっきり断ろう「いりません！」
４. あまい誘い、もうけ話に気をつけよう
５. サインした後で、「しまった！」はもう遅い（契約書のサインは慎重に）

　令和５年度は、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが５類感染症に変更され、
消費活動が活発化した年でした。令和５年度に成田市消費生活センターに寄せられた相談件数は
875件で、昨年度（974件）より99件減少しました。相談内容の１位は「商品一般」に関する相
談が85件で、昨年度（55件）より30件増加しました。クレジットカードの不正利用や詐欺的な
架空請求などが増えたためと思われます。2位は「運輸・通信サービス」に関する相談が73件で、
昨年度（64件）より9件増加しました。電話勧誘による携帯電話の移動通信サービスやインター
ネット通信サービスの解約トラブルが見られました。3位は「教養・娯楽サービス」に関する相
談71件で、昨年度と同じ件数でした。これは音楽や映像配信サービスなどのサブスクリプション
契約を解約したいが解約できない、副業商材などネット上の契約トラブルが多くありました。4
位は「教養娯楽品」に関する相談が69件で、昨年度（66件）より3件増加しました。電子タバコ
の広告を見て注文したが定期購入だったので解約したいとか高齢者が新聞の勧誘を受けたが解約
したいなどの相談がありました。5位は「保健・福祉サービス」に関する相談57件で、昨年度（52
件）より5件増加しました。これは、脱毛エステの事業者の倒産が続いたことから相談が増えた
ようです。
　令和5年度の救済金額の合計は約2,145万円（未然防止22％、回復78％※１）で昨年度（約2,031
万円）より約114万円増加しました。しかし、一度支払ったものを取り戻すことは非常に困難で
す。被害金額を取り戻せない場合も多く、消費生活センターでは対応が難しい場合、弁護士など
の法律の専門家を紹介することもあります。「おかしい」と思ったら相手に連絡したり支払った
りする前に、消費生活センターに相談しましょう。
※１　��相談することで請求されていたが支払わずに済んだものを未然防止、支払い済みだがクーリング・オフやあっせん交

渉により返金（全額または一部）されたものを回復としています。

◆ 商品・役務別相談上位10位 ◆
順位 主な商品・役務 件数 相談者最多年齢層
１ クレジットカード不正利用・架空請求など（商品一般） 85 50歳代

2
携帯電話の移動通信サービス・インターネット通信サービスなど
（運輸・通信サービス）

73 70歳代

3 音楽や映像配信サービス、副業関連商材（教養・娯楽サービス） 71 50・60歳代
4 電子タバコ、新聞など（教養娯楽品） 69 50歳代
5 美容医療、医療サービス（保健・福祉サービス） 57 20歳代
6 化粧品、医薬品（保健衛生品） 55 50・60歳代
7 投資商品、利殖情報、多重債務（金融・保険サービス） 50 40歳代
8 リフォーム、屋根・壁塗装、排水管工事（工事・建築・加工） 47 70歳代
9 健康食品・サプリメントなど（食料品） 43 60歳代
10 食事宅配、申請代行、解錠サービスなど（他の役務） 40 50歳代

 成田市消費生活センターにおける令和 成田市消費生活センターにおける令和 55 年度の相談概要 年度の相談概要 

相談を受けている様子 通路から見た移転後のセンター入口
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消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所３階） ☎23-1161 ●
相談日時：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前9時00分～午後4時30分

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。

特集特集特集



　８月４日（日）に千葉県金融広報委員会より金融広報アドバイザーの渡辺 一江 氏を講師
に招き、「夏休みから見直すおこづかいの話と貯金箱作り」をテーマに小学３・４年生を対象
とした「親子で学ぶ消費者講座」を開催しました。クイズも交えながら、お金の大切さやお
こづかい帳のつけ方などについて親子で楽しく学ぶことができました。

◆老後の住宅資産活用
　「リバースモーゲージ」「リースバック」って何？

第 1回消費者講座を開催しました！第 1回消費者講座を開催しました！
　７ 月29日（ 月 ） に（ 公 財 ）
日本健康・栄養食品協会より
土 田 博 氏 を 講 師 に 招 き、

「かしこく使う健康食品」を
テーマに講座を開催しました。
特定保健用食品（トクホ）の特
徴と用途別の効能や、トクホと
他の健康食品との違いなどにつ
いてわかりやすく学べる講座と
なりました。

　自宅に不動産業者が訪ねてきて「自宅マンションを１５００万円で買い取る。その後は月15万円
の家賃を払って住み続けられ、管理費や修繕費、固定資産税がかからなくなる」と言われた。
一人では決められないと言ったが、「売ったお金を家賃に充てれば数年間払っていける。早く
決めないと売れなくなる。」と言ってしつこく勧誘され、契約書にサインしてしまった。業者に
契約をやめたいと言っても解約してもらえず困っている。

高齢者の自宅売却トラブル事例高齢者の自宅売却トラブル事例（リースバック）（リースバック）

解
説

　消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。一般的
に売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を払って解除することになり、手付解除
の時期が過ぎると違約金が必要になることもあります。不動産取引は高額な場合が多く、
解約料も高くなってしまうことがあります。

対
　
策

★�自宅を売却するつもりがない場合は「自宅は売りません」「契約はしません」「もう勧誘
しないでください」などときっぱり伝え、断りましょう。
★�自宅を売却しようとするときは、取引の内容をよく確認し、不明な点や納得できない
点がある場合は解決するまで契約しないようにしましょう。
★�契約する前に信頼のできる人と相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。

　不安に感じたり、トラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

親子で学ぶ消費者講座を開催しました♪親子で学ぶ消費者講座を開催しました♪

　５年前、金融庁の報告書で老後95歳まで夫婦で生きるには約２千万円の金融資産が不
足するという試算が示され、話題になりました。老後資金として住宅資産を活用する方法
もあり、その代表例として「リバースモーゲージ」や「リースバック」があります。
　最近テレビやラジオのコマーシャルなどで見かけることも多くなりましたが、大切な住
まいに関するこれらの契約にあたっては、その仕組みをよく理解し、十分注意をする必要
がありますので、今号で解説及び自宅売却の事例をご紹介します。

老後の老後の
住宅資産活用住宅資産活用

「リバースモーゲージ」「リースバック」って何？貯金箱を作りました！貯金箱を作りました！ 親子で楽しく学びました。親子で楽しく学びました。

２千万円
不足するのか
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グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。

特集特集特集



利利用条用条件件

メメリッリットト

注注 意意 点点

　自宅に住み続けながら、自宅を担保に、生活費やリフォーム資金などの融資を受け、亡くなった
ときに家を売却して返済する仕組みです。主に銀行などの金融機関が窓口になっていますが、
社会福祉協議会が窓口になっている公的なものもあります。
　どこを利用するかによって、借入金の使途や貸付限度額、対象となる物件等が異なってきます。

　一人暮らしか配偶者との二人暮らしであることが必要で、同居親族がいる場
合は利用できないことがあり、年齢制限もあります。対象物件は評価額や地域
などが限定されているほか、相続人の同意が必要となるなど、利用する機関ご
とに条件が異なる場合があります。

・自宅に住み続けながら自宅を担保に融資を受けられる。
・「年金型」「一括融資型」などニーズに合った融資が受けられる。
・年収要件が低めであり、生存中の返済の負担が軽い。
・本人の死後、配偶者が契約を引き継ぎ住み続けることもできる。

・融資のタイプによって資金用途に制限がある。
・利用できる物件の立地エリアが限定される場合がある。
・一定評価額以上の戸建て住宅が中心。
・相続人の同意と連帯保証人が必要な場合がある。
・契約者死亡後、再審査があり、配偶者が住み続けられない場合がある。
・不動産の評価額は見直しがあり、利用限度額も変動する。
・リコース型の場合、相続人に負担が発生する場合がある。（※参照）

リバースモーゲージとはリバースモーゲージとは

※�リバースモーゲージには、リコース型とノンリコース型があります。リコース型は、担保物件を売却した後
に債務が残った場合、相続人に請求が行きます。ノンリコース型は、相続人に請求が及ばないタイプです。

自宅を担保に提供

　　　融資を行う

死後、自宅を売却して返済
契約者

金融機関
社会福祉協議会等

　自宅を事業者に売却して売却代金を受け取る一方で、その事業者と賃貸借契約を結び家賃を払
い、契約で定めた期間、売却した自宅に住み続けることができる仕組みです。

リースバックとはリースバックとは

利利用条用条件件

メメリッリットト

注注 意意 点点

　どの地域が対応しているか、どのくらいの評価の物件が対象か、戸建て、マ
ンションともに可能かなどは事業者により異なります。なお、単独名義でない
と利用できない業者が多くなっています。

・�自宅は名義が変わり自分の所有物ではないので、設備の改変や設置を自由に
できなくなる。

・�リースバックでの売却は、通常の売却価格より低めに設定されることが多い。
・家賃は周辺の家賃相場より高い場合がある。
・�賃貸契約が定期借家契約の場合、満了後に再契約できない場合は立ち退かな

ければならない。
・売却価格が住宅ローン残債を上回らないと利用できない。
・自宅の売却契約は、クーリング・オフができない。
・�買戻しの場合、買戻し金額が売却時より高めに設定されている場合がある。

・住宅ローンが残っていても申し込むことができる。
・売却代金は一時金として支払われ、使途は問われない。
・通常の不動産売却より短期間で手続きができる。
・売却後も自宅に住み続けられる。
・固定資産税、マンションの管理費、修繕積立金などは不要である。
・買戻し特約を付けて契約すれば、将来、買戻しが可能である。
・�年齢について不問の事業者が多く、職業、年収などの要件も厳しくない。年

金収入のみの人も利用可能な場合がある。

自宅を売却

　　　買取代金を払う

　　　買い取った家を賃貸する

家賃を払い住み続ける契約者 リースバック事業者

消費生活2024.9.30 消費生活2024.9.30
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利利用条用条件件

メメリッリットト

注注 意意 点点

　自宅に住み続けながら、自宅を担保に、生活費やリフォーム資金などの融資を受け、亡くなった
ときに家を売却して返済する仕組みです。主に銀行などの金融機関が窓口になっていますが、
社会福祉協議会が窓口になっている公的なものもあります。
　どこを利用するかによって、借入金の使途や貸付限度額、対象となる物件等が異なってきます。

　一人暮らしか配偶者との二人暮らしであることが必要で、同居親族がいる場
合は利用できないことがあり、年齢制限もあります。対象物件は評価額や地域
などが限定されているほか、相続人の同意が必要となるなど、利用する機関ご
とに条件が異なる場合があります。

・自宅に住み続けながら自宅を担保に融資を受けられる。
・「年金型」「一括融資型」などニーズに合った融資が受けられる。
・年収要件が低めであり、生存中の返済の負担が軽い。
・本人の死後、配偶者が契約を引き継ぎ住み続けることもできる。

・融資のタイプによって資金用途に制限がある。
・利用できる物件の立地エリアが限定される場合がある。
・一定評価額以上の戸建て住宅が中心。
・相続人の同意と連帯保証人が必要な場合がある。
・契約者死亡後、再審査があり、配偶者が住み続けられない場合がある。
・不動産の評価額は見直しがあり、利用限度額も変動する。
・リコース型の場合、相続人に負担が発生する場合がある。（※参照）

リバースモーゲージとはリバースモーゲージとは

※�リバースモーゲージには、リコース型とノンリコース型があります。リコース型は、担保物件を売却した後
に債務が残った場合、相続人に請求が行きます。ノンリコース型は、相続人に請求が及ばないタイプです。

自宅を担保に提供

　　　融資を行う

死後、自宅を売却して返済
契約者

金融機関
社会福祉協議会等

　自宅を事業者に売却して売却代金を受け取る一方で、その事業者と賃貸借契約を結び家賃を払
い、契約で定めた期間、売却した自宅に住み続けることができる仕組みです。

リースバックとはリースバックとは

利利用条用条件件

メメリッリットト

注注 意意 点点

　どの地域が対応しているか、どのくらいの評価の物件が対象か、戸建て、マ
ンションともに可能かなどは事業者により異なります。なお、単独名義でない
と利用できない業者が多くなっています。

・�自宅は名義が変わり自分の所有物ではないので、設備の改変や設置を自由に
できなくなる。

・�リースバックでの売却は、通常の売却価格より低めに設定されることが多い。
・家賃は周辺の家賃相場より高い場合がある。
・�賃貸契約が定期借家契約の場合、満了後に再契約できない場合は立ち退かな

ければならない。
・売却価格が住宅ローン残債を上回らないと利用できない。
・自宅の売却契約は、クーリング・オフができない。
・�買戻しの場合、買戻し金額が売却時より高めに設定されている場合がある。

・住宅ローンが残っていても申し込むことができる。
・売却代金は一時金として支払われ、使途は問われない。
・通常の不動産売却より短期間で手続きができる。
・売却後も自宅に住み続けられる。
・固定資産税、マンションの管理費、修繕積立金などは不要である。
・買戻し特約を付けて契約すれば、将来、買戻しが可能である。
・�年齢について不問の事業者が多く、職業、年収などの要件も厳しくない。年

金収入のみの人も利用可能な場合がある。

自宅を売却

　　　買取代金を払う

　　　買い取った家を賃貸する

家賃を払い住み続ける契約者 リースバック事業者

消費生活2024.9.30 消費生活2024.9.30
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　８月４日（日）に千葉県金融広報委員会より金融広報アドバイザーの渡辺 一江 氏を講師
に招き、「夏休みから見直すおこづかいの話と貯金箱作り」をテーマに小学３・４年生を対象
とした「親子で学ぶ消費者講座」を開催しました。クイズも交えながら、お金の大切さやお
こづかい帳のつけ方などについて親子で楽しく学ぶことができました。

◆老後の住宅資産活用
　「リバースモーゲージ」「リースバック」って何？

第 1回消費者講座を開催しました！第 1回消費者講座を開催しました！
　７ 月29日（ 月 ） に（ 公 財 ）
日本健康・栄養食品協会より
土 田 博 氏 を 講 師 に 招 き、

「かしこく使う健康食品」を
テーマに講座を開催しました。
特定保健用食品（トクホ）の特
徴と用途別の効能や、トクホと
他の健康食品との違いなどにつ
いてわかりやすく学べる講座と
なりました。

　自宅に不動産業者が訪ねてきて「自宅マンションを１５００万円で買い取る。その後は月15万円
の家賃を払って住み続けられ、管理費や修繕費、固定資産税がかからなくなる」と言われた。
一人では決められないと言ったが、「売ったお金を家賃に充てれば数年間払っていける。早く
決めないと売れなくなる。」と言ってしつこく勧誘され、契約書にサインしてしまった。業者に
契約をやめたいと言っても解約してもらえず困っている。

高齢者の自宅売却トラブル事例高齢者の自宅売却トラブル事例（リースバック）（リースバック）

解
説

　消費者が不動産業者に自宅を売却する場合、クーリング・オフはできません。一般的
に売主が契約を解除する場合は、手付金の倍額を払って解除することになり、手付解除
の時期が過ぎると違約金が必要になることもあります。不動産取引は高額な場合が多く、
解約料も高くなってしまうことがあります。

対
　
策

★�自宅を売却するつもりがない場合は「自宅は売りません」「契約はしません」「もう勧誘
しないでください」などときっぱり伝え、断りましょう。
★�自宅を売却しようとするときは、取引の内容をよく確認し、不明な点や納得できない
点がある場合は解決するまで契約しないようにしましょう。
★�契約する前に信頼のできる人と相談し、できるだけ一人で対応しないようにしましょう。

　不安に感じたり、トラブルになった場合は、消費生活センターに相談しましょう。

親子で学ぶ消費者講座を開催しました♪親子で学ぶ消費者講座を開催しました♪

　５年前、金融庁の報告書で老後95歳まで夫婦で生きるには約２千万円の金融資産が不
足するという試算が示され、話題になりました。老後資金として住宅資産を活用する方法
もあり、その代表例として「リバースモーゲージ」や「リースバック」があります。
　最近テレビやラジオのコマーシャルなどで見かけることも多くなりましたが、大切な住
まいに関するこれらの契約にあたっては、その仕組みをよく理解し、十分注意をする必要
がありますので、今号で解説及び自宅売却の事例をご紹介します。

老後の老後の
住宅資産活用住宅資産活用

「リバースモーゲージ」「リースバック」って何？貯金箱を作りました！貯金箱を作りました！ 親子で楽しく学びました。親子で楽しく学びました。

２千万円
不足するのか
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◆悪質業者についての情報提供制度
　特定商取引法に基づく申出制度についての解説

第２回消費者講座を開催しました！第２回消費者講座を開催しました！
　10月1日（火）に関東財務局千葉財
務事務所より前田	和彦理財課長を講師
に招き、「金融トラブルから身を守る基
礎知識」をテーマに講座を開催しまし
た。キャッシュレス決済の仕組みや金
融トラブルの事例のほか、安定的な資
産形成のポイントなどについてわかり
やすく学べる講座となりました。

【はじめに】
　特定商取引法に基づく申出制度（以下申出制度）は、申出者の抱える個別のトラブルを解
決することを目的としたものではありませんが、消費者と行政が一体となって、取引の公正
の確立及び消費者の利益を守ることを目的に、消費者などからの情報を取り入れるために設
けられました。

　特定商取引法で規定している７つの取引類型について、取引の公正や消費者の利益が害さ
れるおそれがあると認められる場合に、これらの状況を是正するため、国や都道府県に対し
てその内容を申し出て、適当な措置をとるように求めることができる制度です。申出は、悪
質・不公正な取引により被害を受けた消費者本人に限らず、個人、法人を問わず誰でも行う
ことができます。

特定商取引法に基づく申出制度についての解説特定商取引法に基づく申出制度についての解説
悪質業者悪質業者についてのについての情報提供制情報提供制度度

１ 申出制度って何？

消費生活消費生活消費生活消費生活 No.
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　特定商取引法は、消費者トラブルが生じやすい以下の７つの取引類型について、事業者に
対する規制と、クーリング・オフ等の消費者を守るためのルールを定めています。事業者に
よる悪質・不公正な行為を防止し、消費者の利益を守るための法律です。

　次のような事業者の行為は、特定商取引法で禁止されています。
・勧誘の前に、事業者の正式名称や商品等の種類、勧誘が目的であることを告げない
・迷惑な勧誘をする
・誇大広告をする
・クーリング・オフを妨害する
・事実と異なることをわざと告げる
・勧誘目的を隠して、一般の人々が自由に出入りしない場所に誘い込んで勧誘をする
・利益を得ることが確実であると誤解させる
・法律で定められた事項を記載した書面を交付しない
・消費者をおどして困らせる
・日常生活ではとうてい必要でない量の商品等の契約締結を勧誘する
・物品の買い取りについて、いわゆる飛び込み営業を行う　　　　等

2

3

特定商取引法って何？

特定商取引法の主な規制内容

No 取引形態 取　引　内　容 クーリング・
オフ期間

１ 訪問販売
消費者の自宅等、店舗以外の場所で商品や権利の販売等を行
う取引のことです。また、店舗における取引でも、店舗外で呼び
止められて店舗に同行した場合等は訪問販売に該当します。

８日間

2 電話勧誘販売
事業者が消費者に対して電話をかけ勧誘を行う取引のことで
す。また、消費者に対して勧誘目的を隠して電話をするように依
頼し、その電話で勧誘を行う取引も電話勧誘販売に該当します。

８日間

3 通信販売 消費者から郵便、電話、インターネット等の通信手段により契約
の申込みを受ける取引のことです。

適用外であるが、
返品特約があれ
ばこれに準ずる。

4 連鎖販売取引
友人等を販売組織に加入させると報酬が得られるといって勧
誘し、販売組織に参加する条件として金銭を負担させる取引を
いいます。

２０日間

5 特定継続的役務提供
エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、パソコン教
室、結婚相手紹介サービス、美容医療の７つが対象とされてい
ます。

８日間

6 業務提供誘引販売取引
「仕事を紹介するので収入が得られる」等と勧誘し、仕事に必
要であるとして商品の購入等を求める取引のことです。いわゆ
る内職商法、モニター商法のことです。

２０日間

7 訪問購入 消費者の自宅等、店舗以外の場所で消費者から事業者が物品
を買い取る取引のことです。 ８日間

詳しくは特定商取引法ガイドを御覧下さい。

特定商取引法ガイド 
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（１）	 国や都道府県に申し出る
特定商取引法に違反する悪質な事業者について、
事業者の行為を改めさせて、同じような被害が
起きることを防ぐために、国や都道府県へ情報
提供し、適当な措置をとるように求めることが
できます。

（２）	 国や都道府県が調査します
申出書を受理した消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事は、申出書に
記載されているような事実があったかどうかについて、情報収集や調査を行います。　
また、必要に応じて事業者に対して報告書を提出させたり、立入検査を行ったりします。

（３）	 特定商取引法に基づき適当な措置を講じます
消費者庁長官若しくは経済産業局長又は都道府県知事は、取引の公正及び購入者等の
利益が害されるおそれがあると認める場合には、このような状況を是正するため、事
業者に対して特定商取引法に基づく措置その他適当な措置を講じます。

■申出人の氏名又は名称及び住所
申出を行おうとする者が個人の場合は、氏名、住所、電話番号を記載してください。
申出を行おうとする者が法人、団体の場合には、その名称、代表者名、担当者名、所在地、
電話番号を記載してください。

■申出に係る事業者
申出の対象である取引の公正や消費者の利益を害するおそれのある行為を行っている事業
者の所在地、名称を記載してください。

■申出に係る取引の態様
申出の対象である事業者が特定商取引法で規制している取引類型（訪問販売、通信販売、
電話勧誘販売、連鎖販売取引、特定継続的役務提供、業務提供誘引販売取引、訪問購入）
のいずれの取引を行っているのか記載してください。

■申出の趣旨
取引の公正や消費者の利益を害するおそれがあると認められる行為の内容について可能
な限り具体的に（誰が、いつ、何を、どのように行ったのか等）
記載してください。

■その他の参考となる事項
契約書、パンフレット、クーリング・オフ通知の写し等は調査
の際に有用な資料となりますので申出書に添付してください。
なお、電磁的な方式による記録媒体は、種類によっては内容を
確認できない場合があるため、参考となる資料は、原則、書面
にして申出書に添付してください。

4

5

申出制度の流れ

申出書の書き方
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　勧誘が行われたり、契約や申込みを行った地域における都道府県知事、または消費者庁長
官若しくは経済産業局長に対して申出を行ってください。
【申出先】
●千葉県知事	 〒260-8667 千葉県千葉市中央区市場町1-1 本庁舎4階
	 千葉県環境生活部くらし安全推進課消費者安全推進室
●消費者庁長官	 〒100-8958 東京都千代田区霞が関3-1-1 中央合同庁舎第4号館7階
	 消費者庁取引対策課
●経済産業局長	 〒330-9715 埼玉県さいたま市中央区新都心1-1 さいたま新都心合同庁舎1号館
	 関東経済産業局産業部消費経済課

　消費者庁、地方経済産
業局及び都道府県におけ
る特定商取引法に基づく
行政処分について、事業
者名や処分内容などの情
報を年度別に掲載してい
ます。
　詳しくは特定商取引法
ガイドの執行状況を御覧
ください。

6

７

申出書の提出先

執行状況 申出書の様式 ※消費者庁のホームページにあります。
様式第八 第百五十一条関係

申 出 書

年 月 日

殿

氏名又は名称

住 所

電話番号

下記のとおり、特定商取引の公正及び購入者等の利益が害されるおそれがありますの

で、適当な措置をとられるよう、特定商取引に関する法律第 条に基づき、申し出ます。

記

．申出に係る事業者

所在地：

名 称：

．申出に係る取引の態様

．申出の趣旨

．その他参考となる事項

公正取引と消費者保護のため
情報提供にご協力ください。

執行状況/特定商取引法ガイド 
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消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所３階） ☎23-1161 ●
相談日時：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前9時00分～午後4時30分

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。



◆今更聞けないクレジットカードのお話
　第3回消費者講座を開催しました！
　ご利用ください！出前講座

出展団体による啓発の
様子

出展団体による啓発の
様子

うなりくんも遊びに来たよ♪
うなりくんも遊びに来たよ♪

第51回消費生活展を開催しました！第51回消費生活展を開催しました！
1月１８日（土）・１９日（日）の2日間、ユアエルム成田店1階センタープラザにて、「第5１回成田市
消費生活展」を開催しました。
消費者トラブル、電気、ガス、環境といった暮らしに役立つ情報を来場された方々に紹介しました。ま
た、クイズに答えてスタンプを集めるスタンプラリーを行い、多くの方にご参加いただきました。

消費生活消費生活消費生活消費生活 No.
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000

消費者はクレジットカードを利用し、いずれの場合であっても後払いで商品等を購入することができ
ます。
クレジット会社は消費者からの入金を待たずに販売店に立替払いで支払っています。
販売店との間でトラブルが発生した場合、クレジット会社に支払いの停止を求めます。相当な理由が
あった場合は支払いを一時止め、調査してもらうことができる場合があります。これを支払停止の抗
弁権といいます。

ひと昔前は、クレジットカードを作ることが大人になった証のようなときがありました。
現在は決済手段の約３３％がクレジットカード決済になっています。日頃何気なく利用
しているクレジットカードですが、色々なトラブルが発生しています。クレジットカー
ドについて知り、被害に遭わないよう気を付けましょう！

今更聞けないクレジットカードのお話今更聞けないクレジットカードのお話

※経済産業省によれば、2023年度のキャッシュレス決済比率は３９．３％
　その内クレジットカードは８３．５％（１０５．７兆円）を占めています

【３者間の契約】（カード発行会社と加盟店契約会社が同じ場合）

消費者

販売店 クレジット会社加盟店契約

売買契約 カード会員契約
立替払契約

￥

【４者間の契約】

消費者 販売店

クレジット会社　アクワイアラークレジット会社　イシュアー

売買契約

メンバー契約
・国際ブランド

加
盟
店
契
約

立
替
払
契
約

カ
ー
ド
会
員
契
約

最近は、世界中に加盟店を持つ国際ブランドマークをつけたクレジットカードが主流です。このカー
ドでは、カードを発行するクレジット会社と加盟店と契約するクレジット会社が異なる場合がありま
す。カードを発行する会社を「イシュアー」といい、加盟店と契約する会社を「アクワイアラー」と
いいます。しくみは４者間の契約になります。

3 クレジットカードのしくみ

クレジットとは「信用」のこと。購入した商品やサービスの代金を後から支払えるカードの
ことです。

1 クレジットカードとは

2 クレジットカードの券面例
カード会社名

カード情報が入ってい
るチップ

カードの利用できる期限で月
／年（下二桁）で表記される

有効期限

世界中の加盟店で利用できる
国際提携ブランド

カード発行会社
紛失などカードの利用を止め
たい場合の連絡先

セキュリティコード
磁気ストライプには記録されていない
コード。ネット決済で必要な場合あり

読取機にかざすだけで決済で
きる

タッチ決済対応マーク

ICチップ

署名欄がある場合は必ず署名
する。署名がないと悪用され
ることも。漢字の署名が偽造
されにくい

署名欄

カード番号
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6 まとめ
クレジットカードは※平均で約３枚／人持っています。一度限りの特典のために作ってその
まま放置していませんか。適切な管理のためにも、利用していないカードはないか確認して
ください。※（一社）日本クレジット協会より　2024年3月末現在

【デメリット】
①	使い過ぎのリスク
　・・予算を超えて使い過ぎることも
②	金利や手数料・・特にリボ払いに注意
③	年会費・・年会費がかかるカードもあり
④	セキュリティリスク
　・・不正利用されることもあり
⑤	信用情報に影響
　・・遅延等があると、ローン審査に影響の場合あり

【メリット】
①	便利さ・・現金を持ち歩く必要なし
②	支払いに猶予期間
　・・一時的に資金繰りが楽
③	ポイントや特典
　・・ポイントや割引等の特典
④	海外旅行時の利便性
　・・通貨の両替手数料が避けられ、旅行保険
　等の付加サービスありも

4 クレジットカードのメリットとデメリット

1）	フィッシング詐欺・・・実在するカード会社、銀行、ＥＣサイトなどに見せかけたＥメールやＳＭＳ
（ショートメッセージ）などがパソコンやスマホに届き、指示通り入力するとカード情報などが盗み取
られ不正利用される。

	 ①怪しいメール、ＳＭＳは開かない。⇒②	開いても中のＵＲＬにアクセスしない。
⇒	③アクセスしても情報を入力しない。⇒④	カード情報を入力してしまったら直ぐにカード会社にカード停止を申し出る。

2）	リボ払い・・・利用金額や件数にかかわらず月々の支払額を一定額にすることができます。支払い残
高に応じた手数料がかかるため、返済が進まない可能性があります。

①	リボ払い専用のカードがあるのでカードの契約内容を確認。
②	インターネット通販でカード決済する際、リボ払いが選択されていないか確認。
③	請求明細の確認は忘れずに。※リボ払いの詳細については、「消費生活」１４９号を参照

3）	家族や友人でも貸し借りはしない
	 クレジットカードを利用できるのは、カード名義人「本人」のみ。カードの貸し借りはカード会社の会

員規約で禁じられており、違反した場合はカード会員資格が取り消されます。

4）	暗証番号は絶対に教えない
	 暗証番号が使われた不正利用は、会員が暗証番号の管理を怠ったとみなされ、「カード会員本人」に

支払責任が発生します。

5）	利用明細書は必ずチェック
	 万が一、相違や覚えのない利用が記載されている場合には、すぐにカード会社へ連絡します。一般的

に６０日を過ぎた場合は相当な理由があっても返金されません。

6）	紛失・盗難に気付いたらすぐに警察に届ける、カード会社に連絡する
	 通常、不正利用された場合は、会員補償制度の適用を受けることができます。補償が適用される要件

などは、カード会社によって異なるので規約などをチェックします。

7）	利用していないカードは解約手続きを
	 カード会社に解約を申し出ます。カードが有効期限内であれば、カードを切断しても解約したことに

なりません。

8）	住所・支払口座・メールアドレスなどの変更があった場合は早急に変更手続きを
	 変更しないでいると、「利用明細書」が届かなかったリ、カード更新の際に新しいカードが届かなかっ

たリします。

5 トラブル回避のために

消費生活2025.3.31

⑶



第3回消費者講座を開催しました！第3回消費者講座を開催しました！

令和6年12月２日（月）に（一社）日本
清掃収納協会より 山口 かな 氏を講師に
招き、「年末大掃除セミナー」～新年を
気持ちよく迎えるために～をテーマに消
費者講座を開催しました。汚れの種類に
よって洗剤を使い分けることで、掃除の
時短になることや場所別の掃除のポイン
トと簡単なお掃除スプレーの作り方など
を学べる講座となりました。

成田市消費生活センターでは、日頃の相談業務の他、消費生活相談員が講師として出向き、『悪徳商
法あれこれ』（一般向け）、『賢い消費者のススメ！』（若者向け）をテーマに出前講座を行なっています。
年々巧妙化する悪質商法・詐欺の被害を未然に防ぐには、手口や対処法を知ることが重要です。
講座の内容、時間、場所も含め皆様からのリクエストにお応えしますので、ぜひご利用ください！

・講師派遣の費用は無料です。
・場所は成田市内に限りますので、申請者が確保してください。
・実施予定日の3週間前までにお申し込みください。
※詳しくは、右のQRコードからご覧ください。

問合せ先：成田市経済部商工振興企業立地課（市役所4階）
TEL:0476-20-1622　FAX:0476-24-2185　E-mail:shoko@city.narita.chiba.jp

出前講座お申し込み

ご利用ください！出前講座

消費生活2025.3.31

⑷

消費生活に関するトラブルでお悩みの方、お気軽にご相談ください。

● 成田市消費生活センター（成田市役所３階） ☎23-1161 ●
相談日時：月～金曜日（祝日、年末年始を除く）　午前9時00分～午後4時30分

この印刷物は、印刷用の紙へ
リサイクルできます。

環境に優しい大豆インクを
使用しています。

グリーン購入法に基づく基本方針
の判断の基準を満たす紙を使用し
ています。






















